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第１　請求の趣旨に対する答弁

1. 原告の被告に対する請求を棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。
第２　請求の原因に対する認否
1. 借入の事実については認める。

2. 原告の請求は争う。

第３　被告の主張
権利濫用

1. 　原告は、貸金業者であるところ、貸金業の規制に関する法律第１３条に基づき、貸付の際には顧客の資力、信用、借入れ状況及び返済計画等につき調査し、返済能力を超える貸付をなすことが禁止されている。被告は、当時十分な支払能力はなかった。また、被告には資産等はなかった。しかも、平成　　年　　月　　日には被告は他にも多額の債務を抱えており、とても原告から借入れをしても返済できる状況ではなかった。
したがって、原告の被告に対する本件請求は、同法第１３条に違反するため権利濫用に該当し許されない。
なお、被告は平成○年○月○日○○地方裁判所へ自己破産の申立てをなしている（事件番号　平成１４年(フ)第○○号）。
2. 　また、原告は貸金業者として、金融庁の事務ガイドライン３－２－２の（３）②の規制を受ける。すなわち「裁判手続きをとったことの通知を受けた後に正当な理由なく支払い請求をすること」は禁止されており、同ガイドラインの趣旨に鑑みれば原告の訴えは権利濫用として許されない。

3. 　さらに、このような請求が許されるとすると、破産法が債権者の抜け駆け的債権回収を防止することにより、債権者の公平・平等を図った趣旨が害される。
第４　求釈明

1. 原告が被告に融資した際の調査資料を提出するよう求める。

2. 被告に関し、取引の開始から貸金業法第１９条に記載する帳簿の提出を求める。
第５　
請求の棄却を求めるが、仮に原告の請求が認められたとしても、仮執行宣言を付さないよう上申する。もし、仮執行宣言が付され、被告の給与が差押えられる事態になれば、被告は勤務先の解雇を余儀なくされる可能性が高いからである。
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